
   魚津市芸術文化大会等出場奨励金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、本市における芸術文化活動の振興を図るため、アマチ

ュアを対象とした芸術文化活動に係る国際大会、全国大会及び地方ブロッ

ク大会（以下「大会」という。）に出場した者に対し、予算の範囲内にお

いて交付する魚津市芸術文化大会等出場奨励金（以下「奨励金」という。

）に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （交付対象大会）  

第２条  奨励金の交付の対象となる大会は、次に掲げるとおりとする。ただ

し、発表会並びに研修、親善、交歓及びレクリエーションを目的とするも

のを除く。  

（１）  国内の予選会等を経て出場した国際大会  

（２）  県大会等の予選会を経て出場した全国大会  

（３）  県大会等の予選会を経て出場した北信越等の規模で開催される大

会。ただし、児童生徒（小学生、中学生及び高校生をいう。以下同じ。

）が出場する大会に限る。  

（４）  前３号に掲げる大会のほか、魚津市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）が奨励金の交付を適当と認める大会  

 （交付対象者）  

第３条  奨励金の交付の対象となる者は、予選大会等の成績により選出され

た者又は国、県及びこれに準ずる組織から推薦された者で、次のいずれか

に該当するものとする。  

（１）  前条に規定する大会に出場した者（団体の場合は、出場した指導

者を含む。以下同じ。）であって、現に魚津市内に居住しているもの  

（２）  前条に規定する大会に出場した者であって、教育委員会が奨励金

の交付を適当と認めるもの  

２  前項の規定にかかわらず、職業として活動を行う者は、奨励金の交付の

対象としない。  

 （奨励金の額）  

第４条  奨励金の額は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必

要と認める場合は、この限りでない。  

 （交付申請）  

第５条  奨励金の交付を受けようとする個人（その者が未成年である場合は、

その者の親権者）又は団体の代表者（以下「申請者」という。）は、当該

大会の終了後１月以内に、魚津市芸術文化大会等出場奨励金交付申請書（

兼請求書）（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出

しなければならない。  



（１）  交付対象大会の実施要項  

（２）  交付対象大会の出場結果が確認できる書類  

（３）  交付対象大会の参加申込書又は出場者名簿（団体で出場した場合

のみ。交付対象者が登録されていることが確認できるもの）  

（４）  予選大会等の実施要項  

（５）  予選大会等の結果が確認できる書類（交付対象大会の出場条件を

満たしていることが確認できるもの）  

（６）  前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類  

 （交付決定）  

第６条  教育委員会は、前条の規定により申請書の提出があったときは、そ

の内容を審査し、奨励金の交付の可否をするものとする。  

２  教育委員会は、前項の交付の可否を決定したときは、その結果を魚津市

芸術文化大会等出場奨励金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に

通知するとともに、速やかに奨励金を交付するものとする。  

 （その他）  

第７条  この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、

教育委員会が別に定める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この告示は、令和８年４月１日から施行する。  

 （この告示の失効）  

２  この告示は、令和 11年３月 31日限り、その効力を失う。  

 



別表（第４条関係）  

区分  交付額  

国際大会  

国際的組織を有する団体等が主催す

る世界規模の大会  
１人につき 30,000円  

上記のほか国際大会に相当すると教

育委員会が認める大会  
１人につき 30,000円  

全国大会  

国、日本放送協会、全日本吹奏楽連

盟、全日本合唱連盟又は全国的組織

を有する団体等が主催する全国規模

の大会  

１人につき 6,000円  

上記のほか全国大会に相当すると教

育委員会が認める大会  
１人につき 6,000円  

地方ブロック

大会  

北信越等の規模で開催される大会で

、児童生徒が出場するもの  
１人につき 3,000円  

備考  

１  発表会並びに研修、親善、交歓及びレクリエーションを目的とするもの

を除く。  

２  中学校文化連盟が主催する大会は、別途、教育委員会と協議するものと

する。  



様式第１号（第５条関係）  

魚津市芸術文化大会等出場奨励金交付申請書（兼請求書）  

 

  年   月   日  

魚津市教育委員会  宛  

申請者  住  所  
（所在地）              

氏  名               
（団体名及び代表者）            

電話番号              

 

 魚津市芸術文化大会等出場奨励金の交付を受けたいので、魚津市芸術文化

大会等出場奨励金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請しま

す。  

記  

１  大会名                          

 

２  開催期日     年   月   日～   月   日       

 

３  開催地        都道府県       市町村     

 

４  交付対象者  別紙のとおり  

 

５  奨励金交付申請（請求）額   金         円  

 

６  振込先口座  

金融機関名  
農協・信用金庫  

銀行・信用組合  

本店・支店  

支所・出張所  

口座の種類  
1普通  

2当座  

口座番号  

（左詰めで  
記入）  

       

フリガナ   

口座名義   

（添付書類）  

（１）交付対象大会の実施要項  
（２）交付対象大会の出場結果が確認できる書類  
（３）交付対象大会の参加申込書又は出場者名簿（団体で出場した場合のみ。交付対象者  

が登録されていることが確認できるもの）  
（４）予選大会等の実施要項  
（５）予選大会等の結果が確認できる書類（交付対象大会の出場条件を満たしていること  

が確認できるもの）  

（６）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類  



（別紙）交付対象者  

 氏名  ふりがな  

出場者又は  

指導者の区

分  

生年月日  住   所  

学校名又は  

所属団体

（※）  
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※児童生徒は学校名を、その他は所属団体を記入  

 

※児童生徒は学校名を、その他は所属団体を記入  



様式第２号（第６条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 魚津市教育委員会指令   第    号  

 

 

申請者    

住所（所在地）               

氏名（名称及び代表者）          

 

 

魚津市芸術文化大会等出場奨励金交付決定通知書  

 

 

 

    年   月   日付けで申請（請求）のあった魚津市芸術文化大会等

出場奨励金について、魚津市芸術文化大会等出場奨励金交付要綱第６条の規

定により、次のとおり交付を決定しましたので通知します。  

 

 

 

   年    月    日  

 

魚津市教育委員会  

 

 

大  会  名    

 

交付決定額   金       円  

  

   交付予定日      年   月   日  

 


